


【国保】 
 

D-147 痔核等に対する大腸内視鏡検査ファイバースコピーによるものの

算定について 

 

《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の肛門疾患のみに対する D313 大腸内視鏡検査 「1」 ファイバース

コピーによるものの算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 痔核 

 ⑵ 痔瘻 

 ⑶ 裂肛 

 

○ 取扱いの根拠 

 D313 大腸内視鏡検査 「1」 ファイバースコピーによるものは、主に

大腸をみる検査であり、痔核、痔瘻及び裂肛に対する当該検査の算定は、

原則として認められないと判断した。 

 


